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議　　　案
件　　　　　　　　　　名 ページ

専決処分の承認を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定につい
て）

専決処分の承認を求めるについて（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につ
いて）

泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について

工事請負契約の締結について

専決処分の承認を求めるについて（泉南市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定につい
て）

平成２６年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について
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報告第１号 

 

専決処分の承認を求めるについて 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）が平成２７年３月３１日に公布され、市民税及び固定資産税

等についての制度改正が順次施行されることにより、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講ずる必要から、

専決処分したものである。 
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専決甲第１号 

 

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２７年３月３１日専決 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第２２号 

 

泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 

（泉南市市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 泉南市市税賦課徴収条例（昭和３２年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項の表中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９２条第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２

に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあつては、令第４５条の３の２に定めるところにより

算定した純資産額）」を「をいう。以下この表及び第４項において同じ。」に、「この表」を「この表及び第４項」に改

め、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場

合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金

の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

第３９条第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７」に改める。 

第４０条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６の７」に改める。 

第４６条及び第４８条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改める。 

第８１条第２項、第８２条第２項及び第３項並びに第１１９条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

附則第６条の２の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成２９年」を「平成３１年」に改める。 

附則第６条の４の２第８項中「第１５条第３８項」を「第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第

７項中「第１５条第３７項」を「第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第６項中「第１５条第３４
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項」を「第１５条第３６項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第５項の次に次の３項を加える。 

６ 法附則第１５条第１８項に規定する市の条例で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２

号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１８項に規定する市の条例で定める

割合は２分の１）とする。 

７ 法附則第１５条第３０項に規定する市の条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３１項に規定する市の条例で定める割合は２分の１とする。 

附則第６条の４の２に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の８第４項に規定する市の条例で定める割合は３分の２とする。 

附則第６条の５の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第６条の６の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平成２８年度又は平成２９年度」に改め、同条第１

項中「平成２５年度分又は平成２６年度分」を「平成２８年度又は平成２９年度分」に改め、同条第２項中「平成２５年

度適用土地」を「平成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類似適用土地」を「平成２８年度類似適用土地」に、「平

成２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。 

附則第６条の７（見出しを含む。）、第６条の９（見出しを含む。）及び第６条の１１中「平成２４年度から平成２６

年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第６条の８中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附

則第１０条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第１８条第１項」に、「平成２

４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 

附則第８条第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条第

２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。 

附則第９条の７を次のように改める。 
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（軽自動車税の税率の特例） 

第９条の７ 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車に対する第７３条の規定については、

当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において、平成２

８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。  

第７３条第２号ア 

3,900円 1,000円

6,900円 1,800円

10,800円 2,700円

3,800円 1,000円

5,000円 1,300円

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるも

のに限る。次項において同じ。）に対する第７３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から

平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号の指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７３条第２号ア 

3,900円 2,000円

6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

3,800円 1,900円

5,000円 2,500円
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３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第７３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７３条第２号ア 

3,900円 3,000円

6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

3,800円 2,900円

5,000円 3,800円

  附則第９条の７の次に次の２条を加える。 

（個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等） 

第９条の８ 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項において「申告特例対象寄附者」という。）は、

当分の間、第３４条の７第１項及び第２項の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第３６条

の２第４項の規定による申告書の提出（第３６条の３の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法

第２条第１項第３７号に規定する確定申告書の提出を含む。）に代えて、法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附

金（以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」という。）を支出する際、法附則第７条第８項から第１

０項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申

告特例通知書（以下この条において「申告特例通知書」という。）を送付することを求めることができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において「申告特例の求め」という。）を行つた申告特

例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項に

変更があつたときは、同条第９項に規定する申告特例対象年（次項において「申告特例対象年」という。）の翌年の１
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月１０日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があつ

た事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月３１日までに、法附則第７条第１０項の規定

により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所（同条第１１項の規定により住所の変更の届出があつ

たときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付し

なければならない。 

４ 申告特例の求めを行つた者が、法附則第７条第１３項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適

用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対

し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第９条の８の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者に

ついて前条第３項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、法附則第７条の２第４項に規定すると

ころにより控除すべき額を、第３４条の７第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。 

 （泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２６年泉南市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中泉南市市税賦課徴収条例附則第９条の７の改正規定を次のように改める。 

附則第９条の７第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項第１号」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第２項中「附則第３０条第２項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「初回車両番号指定」に

改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 
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法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を

経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第７３条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７３条第２号ア 

3,900円 4,600円

6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

附則第１条第３号中「泉南市市税賦課徴収条例第７３条」の次に「第２号アの改正規定（「３，６００円」に係る部分

を除く。）」を、「第３条」の次に「第１項」を加え、同条第４号中「第４２条の１３第１項」の次に「、第７３条第１

号、第２号ア（「３，６００円」に係る部分に限る。）、イ、ウ、第３号」を、「次条第６項」の次に「、附則第３条第

２項」を加える。 

附則第３条中「第７３条」の次に「第２号ア（「３，６００円」に係る部分を除く。）」を加え、同条に次の１項を加

える。 

２ 新条例第７３条第１号、第２号ア（「３，６００円」に係る部分に限る。）、イ、ウ及び第３号の規定は、平成２８

年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２７年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

附則第５条の表中「附則第９条の７」を「附則第９条の７第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２条中泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条
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例附則第１条第３号及び第４号並びに第３条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の泉南市市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第９条の８の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例附則第９条の８第１項に

規定する地方団体に対する寄附金について適用する。 

３ 新条例附則第９条の８の２の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業

年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成２７年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成２６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第６条の４の２第６項の規定は、平成２７年４月１日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律

（平成２７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第１８項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成２８

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第６条の４の２第７項の規定は、平成２７年４月１日以後に取得される新法附則第１５条第３０項に規定す

る管理協定に係る協定避難家屋（協定避難用部分に限る。）に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 
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４ 新条例附則第６条の４の２第８項の規定は平成２７年４月１日以後に取得される新法附則第１５条第３１項に規定する

管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第６条の４の２第１２項の規定は、平成２７年４月１日以後に新築される新法附則第１５条の８第４項に規

定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第９条の７の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用する。 

12



報告第２号 

 

専決処分の承認を求めるについて 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市都市計画税課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）が平成２７年３月３１日に公布され、都市計画税についての

制度改正が同年４月１日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の改正を行う必要

から、専決処分したものである。 
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専決甲第２号 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２７年３月３１日専決 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第２３号 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

泉南市都市計画税賦課徴収条例（昭和３６年泉南市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項から第３３項まで」に改める。 

附則第１５項中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則第 

１０条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第１８条第１項」に、「平成２４年度

から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第１６項とする。 

附則第１４項中「第１１項、第１５項から第２２項まで、第２４項、第２６項、第３０項、第３４項、第３５項若しくは

第４０項」を「第１３項、第１７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、第３７項若しくは第４

２項」に、「第２８項」を「第３０項から第３３項まで」に改め、同項を附則第１５項とする。 

附則第１３項中「附則第３項及び第５項」を「附則第４項及び第６項」に、「附則第３項及び第６項」を「附則第４項及

び第７項」に、「附則第４項、第６項及び第７項」を「附則第５項、第７項及び第８項」に、「附則第６項から第８項ま

で」を「附則第７項から第９項まで」に、「附則第８項」を「附則第９項」に、「附則第９項から附則第１１項まで」を

「附則第１０項から附則第１２項まで」に、「附則第１０項」を「附則第１１項」に改め、同項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「第６条の１２」を「第７条」に、「これらの規定」を「同条」に改め、同項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第

１２項とする。 

附則第１０項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第
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１１項とし、附則第９項を附則第１０項とする。 

附則第８項（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

め、同項を附則第９項とする。 

附則第７項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第８

項とする。 

附則第６項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第７

項とする。 

附則第５項中「附則第３項」を「附則第４項」に、「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２

９年度まで」に改め、同項を附則第６項とする。 

附則第４項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項を附則第５

項とする。 

附則第３項（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

め、同項を附則第４項とする。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を附則第３項とし、

附則第１項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第１８項の条例で定める割合） 

２ 法附則第１５条第１８項に規定する市の条例で定める割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２

号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１８項に規定する市の条例で定める割

合は２分の１）とする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の泉南市都市計画税賦課徴収条例（次項において「新条例」という。）の規定は平成２７年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、平成２６年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第２項の規定は、平成２７年４月１日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律

第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第１８項に規定する家屋に対

して課すべき平成２８年度以後の年度分の都市計画税について適用する。 
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報告第３号 

 

専決処分の承認を求めるについて 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

１ 泉南市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

専決理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）が平成２７年３月３１日に公布され、国民健康保険税につい

ての制度改正が同年４月１日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の改正を行う

必要から、専決処分したものである。 
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専決甲第３号 

 

泉南市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 泉南市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２７年３月３１日専決 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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泉南市条例第２４号 

 

泉南市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 

（泉南市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 泉南市国民健康保険税条例（昭和４１年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第２号中「２４５，０００円」を「２６０，０００円」に改め、同条第３号中「４５０，０００円」を 

「４７０，０００円」に改める。 

（泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年泉南市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１項に次のただし書きを加える。 

 ただし、附則第１４項の改正規定中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限り、平成

２８年１月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の泉南市国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、平成２６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

 

平成２６年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 平成２６年度大阪府泉南市一般会計の繰越明許費に係る経費について次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

平成２６年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書 

 
既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 防災備蓄事業 4,000,000 4,000,000 4,000,000

総務費 総務管理費 地方創生総合戦略推進事業 3,488,000 3,488,000 3,488,000

総務費 総務管理費 りんくう公園にぎわい創出プラン事業 5,340,000 5,340,000 5,340,000

総務費 総務管理費 広域連携推進事業 59,000 59,000 59,000

総務費 総務管理費 地域資源国際化事業 1,730,000 1,730,000 1,730,000

民生費 社会福祉費 防犯事業 2,000,000 2,000,000 2,000,000

民生費 社会福祉費
社会保障分野における個人番号利用制度による

システム改修事業(障害福祉システム)
4,000,000 4,000,000 1,678,000 2,322,000

民生費 社会福祉費 地域福祉力再生事業 1,500,000 1,500,000 1,500,000

翌年度繰越額
左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金 額
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平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

民生費 児童福祉費 赤ちゃんの駅設置事業 460,000 460,000 460,000

民生費 児童福祉費 乳幼児(子ども)医療助成事業 14,000,000 14,000,000 5,553,000 8,447,000

民生費 児童福祉費 小規模保育設置促進事業 16,875,000 14,947,000 13,287,000 1,660,000

民生費 生活保護費
社会保障分野における個人番号利用制度による
システム改修事業(生活保護システム)

1,500,000 1,500,000 845,000 655,000

衛生費 保健衛生費
社会保障分野における個人番号利用制度による

システム改修事業(健康管理システム)
1,600,000 1,600,000 873,000 727,000

衛生費 保健衛生費 妊婦健康診査事業 15,000,000 15,000,000 15,000,000

農林水産業費 農業費 泉南農業塾運営事業 6,060,000 6,060,000 6,060,000

商工費 商工費 空き店舗家賃補助事業 1,440,000 1,440,000 1,440,000

商工費 商工費 プレミアム商品券発行事業 317,573,000 317,573,000 317,573,000

商工費 商工費 紀州街道観光イベント事業 1,500,000 1,500,000 1,500,000

教育費 教育総務費 安全推進事業 2,900,000 2,900,000 2,900,000

401,025,000 399,097,000 385,286,000 13,811,000合　　　　　　　　　　　　計

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額
左 の 財 源 内 訳
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議案第１号 
 

工事請負契約の締結について 

 
 次のとおり請負契約を締結する。 
 

平成２７年６月１０日提出 
 

泉南市長 竹 中 勇 人 
 
 
契 約 の 目 的  ２６年災第２２号童子畑堀河線災害復旧工事 
契約の相手方  住所 大阪市北区梅田一丁目１番３－３１００号 

名称 株式会社ノバック 大阪支店 
   支店長 長政 基雄 

契 約 金 額  ２２６，７４６，０００円 
契約の締結方法  一般競争入札 
仮 契 約 日  平成２７年５月２１日 
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議案第１号参考資料 
 

工事請負仮契約の締結の経過 

 
 ２６年災第２２号童子畑堀河線災害復旧工事 
 
工事の概要  復旧延長 １３４ｍ 

盛土工  ３３，４００ｍ3 

排土工   ２，１３０ｍ3（無人化施工） 

護岸工   １，１３５ｍ2 

舗装工     ６７６ｍ2 

防護柵工    １２９ｍ 

 
工 事 期 間  本契約締結日から平成２８年１０月３１日まで 

 
入 札 事 項  入 札 日  平成２７年５月１４日 
       入札参加者数  ９社 
       入 札 回 数  １回 
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２６年災第２２号童子畑堀河線災害復旧工事入札業者及び入札経過一覧表 

 
落札金額  ２２６，７４６，０００円 
注）落札金額は、入札金額に当該金額の１００分の８に相当する額（円未満切捨て）を加算した金額とする。 

 
業 者 名 第１回入札金額（円） 備 考 

㈱淺川組 ２３２，０００，０００  

㈱淺沼組  辞 退 

㈱旭工建 ２０９，９５０，０００  

岩田地崎建設㈱  辞 退 

奥村組土木興業㈱ ２０９，９５０，０００  

㈱ノバック ２０９，９５０，０００ 落 札（ 抽 選 ） 

阪南土建㈱ ２０９，９５０，０００  

村本建設㈱ ２０９，９５０，０００  

㈱森組  辞 退 

 
予 定 価 格  ２３８，５８０，０００円 
最低制限価格  ２０９，９５０，０００円 

  注）入札金額、予定価格、最低制限価格には消費税分及び地方消費税分に相当する金額は含まない。 
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26年災第22号童子畑堀河線災害復旧工事 位置図

施 工 箇 所

堀河ダム

里山の自然学校

紀泉わいわい村
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議案第２号 

 

泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 ドメスティック・バイオレンス等やむを得ない理由があるために住民票を異動できない子どもについても医療費の助成が

受けることができるように規定を改めるため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

泉南市子どもの医療費の助成に関する条例（平成６年泉南市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく住民基本台帳に記録されている」を「居

住している」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３号 

 

平成２７年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第１号） 

 

 平成２７年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４，２８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２２，４３２，９９２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

 

平成２７年６月１０日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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第２表　地方債補正

１  変    更

起 債 の 目 的

　　千円 年％以内 　　千円 年％以内

子ども総合支援センター整備事業 60,300 普通貸借 ６ 18,900 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

(証書借入)

又　　は

証券発行

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

政府その他の金融機関の
資金については、その融
通条件による。ただし、
財政の都合により、償還
期限及び据置期間を短縮
し、又は繰上償還若しく
は低利に借り換えること
ができる。

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資金
及び地方公共団体金融機
構資金について、利率の
見直しを行った後におい
ては当該見直し後の利
率）
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 568,900 15,019,967 527,500 14,978,567

(5) 民 生 113,700 387,960 72,300 346,560

1,729,300 27,430,342 1,687,900 27,388,942

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

普 通 債

計
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